
 
                                                                     

（令和７年７月 15 日発表） 

 

清水銀行、しずおか焼津信用金庫との 

「遺贈寄附を通じた地方創生の推進」に関する連携協定の締結 

別紙資料 ○無         

◆アピールポイント 

・静岡市への遺贈寄附に関する相談業務や情報発信の連携について、「静岡市と

清水銀行」、「静岡市としずおか焼津信用金庫」による連携協定を締結します。 

・この遺贈寄附に関する連携協定は、これまでに、２団体と締結しています。 

・協定に基づき、遺贈寄附という選択肢について、市民の皆様への紹介・啓発に

取り組みます。 

                          【市長の出席 有】 

◆日時・期間 【協定締結式】令和７年７月 22 日(火)11 時 35 分から 11 時 50 分 

◆会場 静岡市役所 静岡庁舎 新館８階 市長公室 

◆内容など 

 

【当日の流れ】 

開会、３者挨拶、協定書への署名、閉会 

【出席者】〈清水銀行〉 

代表取締役頭取   岩山
いわやま

 靖
やす

宏
ひろ

      

常務取締役     深澤
ふかざわ

 亘
のぶ

英
ひで

    

支店営業部部長   神谷
か み や

 守
もり

孝
たか

 

 

     〈しずおか焼津信用金庫〉 
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『遺贈寄附』とは 

・社会貢献を目的に、遺言によって自身の財産を地方公共団体や NPO 法人、大学

等に寄附するもので、静岡市はこれまでに４件の遺贈寄附をいただいています。 

・少子高齢化の進展により、今後、遺贈寄附に関する相談が増加すると言われて

おり、静岡市への相談も年々増加しています。 

 

【問合せ】 財政課 資金係(静岡庁舎 10 階) 

      担当 大竹、杉原  

電話 ０５４－２２１－１５３６ 

報道資料 


